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　知事の職務代理者を定める規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和３年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

長野県規則第90号

　　　知事の職務代理者を定める規則の一部を改正する規則

　知事の職務代理者を定める規則（昭和39年長野県規則第64号）の一部を次のように改正する。

　第１項中「小岩正貴」を「関昇一郎」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和３年７月３日から施行する。

人　事　課

　婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和３年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　
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長野県規則第91号

　　　婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則

　（婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部改正）

第１条　婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成25年長野県規則第７号）の一部を次のように改正する。

　　第３条の次に次の１条を加える。

　　（電磁的記録等）

　第	４条　婦人保護施設は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されており、又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）については、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

　２	　婦人保護施設は、同意その他これに類するもの（以下この項において「同意等」という。）のうち、条例及びこの規則の規定に

おいて書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該同意等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。

　（児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部改正）

第２条　児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成25年長野県規則第８号）の一部を次のように改正する。

「

」
　　目次中「附則　　　　　　　　」を

第13章　雑則（第38条）
附則

に改める。

　　第12章の次に次の１章を加える。

　　　　第13章　雑則

　　（電磁的記録等）

　第	38条　児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されており、又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

　２	　児童福祉施設及びその職員は、同意その他これに類するもの（以下この項において「同意等」という。）のうち、条例及びこの

規則の規定において書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該同意等の相手方の承諾を得て、書面

に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることがで

きる。

　	（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の従業者、設備及び運営の

基準に関する条例施行規則の一部改正）

第	３条　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の従業者、設備及び運

営の基準に関する条例施行規則（平成25年長野県規則第13号）の一部を次のように改正する。

「

」
　　目次中「附則　　　　　　　　」を

第18章　雑則（第62条）
附則

に改める。

　　第17章の次に次の１章を加える。

　　　　第18章　雑則

　　（電磁的記録等）

　第	62条　指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定に

おいて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されており、又は想定されるもの（条例第

９条第１項（条例第55条第１項、第80条第１項、第99条第１項、第105条第１項、第110条第１項、第113条第１項、第114条第１項、

第118条の 12第１項及び第118条の 18第１項において準用する場合を含む。）、第13条（条例第52条第１項、第55条第１項、第68条

第１項、第80条第１項、第99条第１項、第105条第１項、第110条第１項、第113条第１項、第114条第１項、第118条の 12第１項、

第118条の 18第１項及び第121条第１項において準用する場合を含む。）、第47条第１項、第63条第１項及び第120条の５第１項並び

に次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。

　２	　指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの（以下この項において「交付等」

という。）のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該交

付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつ

つ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）による
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ことができる。

　	（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例

施行規則の一部改正）

第	４条　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する　

条例施行規則（平成25年長野県規則第14号）の一部を次のように改正する。

「

」
　　目次中「附則　　　　　　　　　」を

第10章　雑則（第23条）
附則

に改める。

　　第９章の次に次の１章を加える。

　　　　第10章　雑則

　　（電磁的記録等）

　第	23条　障害福祉サービス事業者及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において

書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されており、又は想定されるもの（次項に規定す

るものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことが

できる。

　２	　障害福祉サービス事業者及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの（以下この項において「交付等」

という。）のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該交

付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつ

つ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）による

ことができる。

　	（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業者、設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則の一部改正）

第	５条　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業者、設備及び運営の基準に

関する条例施行規則（平成25年長野県規則第15号）の一部を次のように改正する。

　　第６条の次に次の１条を加える。

　　（電磁的記録等）

　第	７条　指定障害者支援施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書

面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されており、又は想定されるもの（条例第４条第１

項及び第７条並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）により行うことができる。

　２	　指定障害者支援施設及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの（以下この項において「交付等」という。）

のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該交付等の相手

方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に

代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。

　	（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規

則の一部改正）

第	６条　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例施

行規則（平成25年長野県規則第16号）の一部を次のように改正する。

　　第10条の次に次の１条を加える。

　　（電磁的記録等）

　第	11条　障害者支援施設及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されており、又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

　２	　障害者支援施設及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの（以下この項において「交付等」という。）

のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該交付等の相手

方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に

代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。

　	（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例
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施行規則の一部改正）

第	７条　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（平成25年長野県規則第17号）の一部を次のように改正する。

　　第５条の次に次の１条を加える。

　　（電磁的記録等）

　第	６条　地域活動支援センター及びその従業者は、記録、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定におい

て書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されており、又は想定されるもの（次項に規

定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。

　２	　地域活動支援センター及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの（以下この項において「交付等」とい

う。）のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該交付等

の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、

書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によること

ができる。

　	（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則

の一部改正）

第	８条　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行

規則（平成25年長野県規則第18号）の一部を次のように改正する。

　　第５条の次に次の１条を加える。

　　（電磁的記録等）

　第	６条　福祉ホーム及びその従業者は、記録、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されており、又は想定されるもの（次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

　２	　福祉ホーム及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの（以下この項において「交付等」という。）のうち、

条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承

諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、

電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。

　（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部改正）

第	９条　児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成25年長野県規則第19号）

の一部を次のように改正する。

「

」

　　目次中「附則　　　　　　　　　」を
第８章　雑則（第36条）

附則　
に改める。

　　第７章の次に次の１章を加える。

　　　　第８章　雑則

　　（電磁的記録等）

　第	36条　指定障害児通所支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定に

おいて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されており、又は想定されるもの（条例

第13条第１項（条例第53条の２の４、第53条の５、第57条、第60条から第60条の２の２まで、第60条の７及び第65条において準

用する場合を含む。）及び第17条（条例第53条の２の４、第53条の５、第57条、第60条から第60条の２の２まで、第60条の７及び

第65条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

　２	　指定障害児通所支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの（以下この項において「交付等」

という。）のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該交

付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付

決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その

他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。

　（児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部改正）
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第	10条　児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成25年長野県規則第20号）

の一部を次のように改正する。

　　第17条の次に次の１条を加える。

　　（電磁的記録等）

　第	18条　指定障害児入所施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書

面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されており、又は想定されるもの（条例第10条（条

例第53条において準用する場合を含む。）及び第14条第１項（条例第53条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するも

のを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができ

る。

　２	　指定障害児入所施設及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの（以下この項において「交付等」という。）

のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、当該交付等の相手

方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に

係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によ

って認識することができない方法をいう。）によることができる。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

こども・家庭課児童相談療育支援室

障がい者支援課

　県営住宅等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和３年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県規則第92号

　　　県営住宅等に関する規則の一部を改正する規則

　県営住宅等に関する規則（昭和44年長野県規則第30号）の一部を次のように改正する。

　様式第１号中

「

を

「

に改める。

寡婦
（夫）

寡婦 ひとり親

人

」

人 人

」

「 「

寡婦
（夫）

寡婦 ひとり親
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様式第３号の２中 を に改める。

」 」

様式第５号中

「

を

「

に改める。

寡婦
（夫）

寡婦 ひとり親

」 」
人 人 人

様式第10号の２中

「

を

「

に改める。

寡婦
（夫）

寡婦 ひとり親

」 」
人 人 人
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建築住宅課公営住宅室

長野県告示第372号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和３年７月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　	　大町市常盤字大崎7534（次の図に示す部分に限る。）、字北山竪平7389 の１から 7389 の４まで、字所久保竪7513 の１、字所久保

7516、7526 から 7529 まで、7540、7541、7543 の３、字大崎7530、7535、7537、字北舞台7555 の 21

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び大町市役所に備え置いて縦

覧に供する。）

森林づくり推進課

様式第10号の３中

「

を

「

に改める。

寡婦
（夫）

寡婦 ひとり親

人
」

人 人
」

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。


